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社 援 第12  5  7 号

処　分 犬庁
大阪 市大正区保健福祉センター所長

審査請求人が、平成1 8. 年７ 月２７日 付けで提起した生活保 護法` に基
づく保護停止決定処分に係る審査請求について、次‘のしとおり裁決する。

主 文

処分庁が、平成１８年６月１４日付けで行った生活保護法に基づく保護停止
決定処分を取り消す。　　 ‥

理

尽 １　　審 介請 求 の 趣 旨 及び 理 由

ｌ 審 爍 請 求 の 趣 旨

由

本件審査請求の趣旨は、処分庁が平 成１８年 ６月１４日 付けで
審査請求人（以下「請求 人」’とい う。）に対して行った生活 保護
法（以下「法」という。 ）に基づく保護停止決定処分（以下「本
件停止決定」という。）を取り消･すことを求めるものと解される。



２ 審 査 請 求 の 理 由

本件審 査請求の理･由の要旨は、1次･のとおり であ る。

今 金担保で銀行から融資を受け、滞納し てい た家賃を支払った。
現在お金がなくて困っ｡ている。本件停止決定噺取り消し 七ほしい。

第２　 当庁が認定した･事実及び判断

１ 当庁 が認定し た事実

（ １ ） 平 成亅 ７ 年 ４ 月 ２ ５ 日 付 け で 、卜 処 分 庁 に て 、 請･求 人 世万帯 の 生 活

保護が開始されたこと．請求.人世帯眛ヽ 請求人及び龠求人の・

（以下「皿 」という．）め●人世帯で.あったこと．　　　　　　レ
なお、同 月２ １日 付け で、 請求 人 は 処分庁 に対 し 、 「２ 度 と 保

４　　　　　－　　　●　　　　　　　　　　　　■･護受 給 中 に年 金 担保 の貸 付 を受 け たり 無 届 で 就 労 し た り し ま せ

ん」と記載し た申告書を提出したこ と。

（２）平成１８年 ６月５日、請求人が大阪市大正･区保健.福祉センター
の職員（以下「職罧」という．）に対.しヽ■ 句・ 年金氈担保 ’
に貸付を受けていた旨申告.し、罕賃滞納により家主分ある■ 市･
■ 局（以下「皿 局」という．）と裁判になり、年金担保iこよ
る･借 入 金 で 和 解 金 円 を 支 払 っ た 旨 述 べ た こ と 。

請求人と皿 局と の間,で締結さ れた 和解条項にぱヽ 請求人 が
同1 ’ 6 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 同 」 ８ 年 ３ 月 末 ま で の 間 に 滞 納 し た･ 賃 料
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り ａ 年 ｊ

か ら １ 年 間j 、 袖 月 末 ま で に
㎜

匪 （ 同･ １ ９ １年 ４ 月 末 の

み
㎜

円 ） ’支 払 う こ と な
と` が 記 載 さ れ て い た こ と ．

（ ３ ）　 同 日 、．諳 求 人 は 職 員 に 対 し 、 年 金 証 書 預 り 証 （ 年 金 担 保 ） 及 び

返 済 予 定 表 を 提 出 し た こ と ． 同 返 済 予 定 表 に は 、 借 入 中 込 日 が 同

年 ２ 月 ２ １ 日 、 貸 付 実 行 日 が 同 年 ３ 月 １ ７ 日･、 貸 付 額 が 皿 円
.　　　　　　　　　　･=|

●●S㎜●●･’W■返 済 一期 間 が 同 年 ６ 月 １ ５ 日 よ り 同191 年 ８ 月 １ ５ 日 で あ る 旨 記 載



さ れ てい た こ と 。

（４）、処分庁 から提出のあ った弁 明書には、平’成 １ ８年６月５日、
ヶ－ス診断会議が開催され√㎜ 冖の使途について確認ができ
なければ一定期間保護を停止する∇旨決定された旨記載Iされている
こと。

（５） 処分庁 から提 出のあ った.弁 明書 には、 平成 １ ８ 年 ６ 月８ 日、 職

員と湎 求人及び・ が面談し、≠員が年金齟贏？4昔り入れた輿･
● 円の使途につい七錮くも、前1記（２）以外の説明はなく、乖］痲
金以外 の使途について の挙証資料の提出はなかった旨記載されて
いること。

（６）平成1 18 年６月１ ４- 日付けで、処分庁 は請求 人に対し･、同年･７
月１日から同年１ ２ 月 ３１日までの６か月間保護を停止する旨通知
したこと。同通知書には、停止の理由として、「年金担保貸付によ
る収入のため」と記載されていたこと。

（７） 処‘分庁＼から提出のあっ亠弁 明書には、［㎜/ 円の貸付をうけ
ており、支出についても・ 局と’のｊ］加亠 　 万円の使用
のみ支出の金額 は判明してい る が、そ の他 にづい ては不明。 残高
にて、生活することが可能と考えられ’る。」と記載されていたこと。

（８）　平成１９年４月３日付けで、審査庁から処分.庁に対し、「齦護停
|11決定処分時点におけ る請求人枇帯の.保護停111期問に係る根拠及び
処分庁の法第２６･煢に･从づき停|ll決定処分をした判断に関する資料：
のI提出を求めたところ、同jj23 川付けで、処5♪庁から審14f斤に対
し、 し杞資料はない旨回答があったこと．

２

（９）　本件の審･理において、当庁から濤求 人に対し反論書の提出を求
めたが、請求人から反論書の提出がな･かったこと。

判　　断



（ １）　法 第４条は、生活 保 護制’度’に おけ る基 本原 理 の ーつ であ る。
「 保護 の補足 性」につい て 規定 してい るが、 その 第１項 におい
て、「保護は、生活に困窮する者が√その利用し得 る資産、=能力
その他あらゆるものを、その最低限度の生活め/維持 のために活用

／　す･ることを要件として行われる″。」 と定めてい る。。また法第５条
に＼より､法の解釈及び運用は、すべて こり 原理に基づ いてなさ れな
ければならないと定めている。

（２）　法第２６条は、「保護の実施機関は、被保護者が保護を必要と
しなくなったときは、す みやかに、、保護の停止又は廃止を 決定し、
書面 をもって、これを被保護者 に聶‘知しなければならない。（以
下略）」と規定している。

（３）　法第６ １条｡は、「被保護者は･、収入、支出そめ他生計の状況に
ついて変動があったとき、又は居住地若しくは世帯め構成に異動
があったときは。 すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長
にその旨を届け出なければならない。」と規定七ている。

（４）　 保護の停止を行う場 合の取扱い については、「 生活保護法に
よる保護の実施要領の取扱い につい て」（昭和３８年４月１日社
保第３４号厚生者社会局保腱課焉通知）第７の１２ の「１　 保護
を停止すべき場合」において、「（１）当該世帯におけ る臨時的
な収入の増加、最｡低生活費の減少等により、一時的 に保護を必要
とし なくなった場合であって、以後において見込ま れるそ の世帯
の最低生活一費及び収入の状況 から判断して、おおむ ね６箇月以内
に 阿び保護を要る状態になることが予想されるとき。 なおて　この
場合には、以後におい て見込まれる当該lｔ帯の最低生活 貨及び収
入充当額に基づき停止期間をあら かじめ定めること。」との､基準

が示されている。

（ ５ ）　 本 件 に つ い て み る と 、 処 分 庁 は 、 前 記､第 ２ の １ の （ ２ ） か ら

（ ８ ） の 認 定 事 実 の と お り 、 当 該 借 入 金 を 収 入 認 定 し 、 本 件 停 止

決 定 を 行 っ た こ と が 認 め ら れ る‥。 請 求 人 は 処 分 庁 に 対 し 、 前 記

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。｜　　■　　　　　　　　　¶･　　　　　　　　　　－　　　Ｉ第 ２ の １ の （ ｌ ） の 認 定 事 実 の と お り 、 ２ 度 と 保･護 受 給 油 に 年 金



ご担保の貸付を受けませ んと記載した嘸･告書を 提出し たにもかかわ
ら ずヽ 請求人の.・ が年傘担保で

㎜ 円を 鑽り入れヽ またヽ 前
記（ ３）g）･規定にかかわらず√すみやかに届出する義 務を怠り、
借入れ後３か月程度後に申告したうえ、和解金以外の使途の説明
も諳求人からなく、 処分庁の円滑な保護の決定及び実施を阻害し
たことは否めない。 しかjしな がら、保護停止の決定については、
前記（４） のとおり、保護停止以後において見込まれる当該世 帯
の最低生活費及び収入充当額 に基づき｡停止期間 をあらかじめ定め
ることとされているが、処分庁 が停止期間の決定に際し、 処分時
点での請求人世帯の･資産を一把握し、６か一月間･保護を 停正すべき場
合に該当するかどう かについて、十分な調査、･確認が行わ･れたと

は言えない。

（６）　した’がづて、本件停止決定については取り消すのが妥当であると

判断する。

以上 の理由により、行政不 服審査法第４０条第３項の規定を適用して

主文のとおり裁決する。

平 成１ ９年５月２１ 日

審 査庁　 大 阪府知事　 齊藤
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